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総統経第 23号  

20260309統第3号 

令和８年３月13日 

総 務 大 臣  殿 

総 務 大 臣 

経済産業大臣 

基幹統計調査の変更について（申請） 

下記調査の変更について、統計法（平成19年法律第53号）第11条第１項の規定に基づく

承認を受けたいので、別紙申請事項記載書に関係書類を添えて、申請します。 

記 

経済構造実態調査 

主管部課 総務省 統計局 統計調査部 経済統計課

経済産業省 大臣官房調査統計グループ 構造・企業統計室 

事務担当者 姉崎 慎吾 

電話:03(5273)1165 e-mail: s.anezaki@soumu.go.jp 

沼田 絵美 

電話: 03(3501)9945 e-mail: numata-emi@meti.go.jp 

【公印・契印（省略）】

別添
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別紙 

申 請 事 項 記 載 書 

１ 調査の名称 

経済構造実態調査 

２ 変更の内容 

変更案 変更前 変更理由 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

【産業横断調査】 

約28万企業 

【製造業事業所調査】 

約９万事業所 

（２）報告者の選定方法 

【産業横断調査】（□全数 □無作為抽出(□全数階層

あり) ■有意抽出）

母集団名簿：事業所母集団データベース 

個人経営の企業を除き、日本標準産業分類における

大分類、中分類又は小分類ごとに売上高を上位から累

積し、当該分類に係る売上高総額の８割を達成する範

囲に含まれる企業。 

ただし、本調査の報告者が、日本標準産業分類にお

ける「大分類Ｅ－製造業」に属する企業のうち、単独

事業所企業の場合には、当該報告者を本調査の報告者

から除外する。 

【製造業事業所調査】（□全数 □無作為抽出(□全数

階層あり) ■有意抽出）

母集団名簿：事業所母集団データベース 

日本標準産業分類における大分類、中分類、小分類

又は細分類ごとに売上高（製造品出荷額等）を上位か

ら累積し、当該分類に係る売上高（製造品出荷額等）

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

【産業横断調査】 

約27万企業 

【製造業事業所調査】 

約12万２千事業所 

（２）報告者の選定方法 

【産業横断調査】（□全数 □無作為抽出(□全数階層

あり) ■有意抽出）

母集団名簿：事業所母集団データベース 

個人経営の企業を除き、日本標準産業分類における

大分類、中分類又は小分類ごとに売上高を上位から累

積し、当該分類に係る売上高総額の８割を達成する範

囲に含まれる企業。 

ただし、本調査の報告者が、日本標準産業分類にお

ける「大分類Ｅ－製造業」に属する企業のうち、単独

事業所企業の場合には、当該報告者を本調査の報告者

から除外する。 

【製造業事業所調査】（□全数 □無作為抽出(□全数

階層あり) ■有意抽出）

母集団名簿：事業所母集団データベース 

日本標準産業分類における大分類、中分類、小分類

又は細分類ごとに売上高（製造品出荷額等）を上位か

ら累積し、当該分類に係る売上高（製造品出荷額等）

・直近の事業所母集団データベース

から報告者を選定した結果に伴う

変更
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総額の９割を達成する範囲に含まれる事業所 

（３）報告義務者 

産業横断調査の調査対象企業の管理責任者、製造業

事業所調査の調査対象事業所の管理責任者又は当該

事業所が属する企業の管理責任者 

総額の９割を達成する範囲に含まれる事業所。 

（３）報告義務者 

産業横断調査の調査対象企業の管理責任者、製造業

事業所調査の調査対象事業所の管理責任者又は当該

事業所が属する企業の管理責任者 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、別添１の「調査票」を

参照） 

【産業横断調査】 

① 名称、所在地及び法人番号

② 経営組織

③ 資本金等の額

④ 消費税の税込み記入・税抜き記入の別

⑤ 売上（収入）金額 ＊

⑥ 費用総額及び費用の主要項目別金額 ＊

⑦ 企業全体の主な事業の内容

⑧ 事業活動、生産物の種類

⑨ 事業活動、生産物の種類別の売上（収入）金

額 ＊ 

⑩ 企業全体の年間商品販売額 ＊

⑪ 企業全体の商品売上原価及び年初・年末商品

手持額 ＊○◎ 

⑫ 企業全体の事業別売上（収入）金額の割合及

び事業別費用の割合 ＊ 

⑬ 総務大臣及び経済産業大臣が指定（注１）する一

事業区分に係る費用の項目別金額（詳細は別添

２を参照） ＊ 

（注１）調査実施時点における最新の事業所母集団デー

タベース情報に基づき、指定する。

⑭ 本所等の別

⑮ 企業傘下の事業所の名称及び所在地

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、別添１の「調査票」を

参照） 

【産業横断調査】 

① 名称、所在地及び法人番号

② 経営組織

③ 資本金等の額

④ 消費税の税込み記入・税抜き記入の別

⑤ 売上（収入）金額 ＊

⑥ 費用総額及び費用の主要項目別金額 ＊

⑦ 企業全体の主な事業の内容

⑧ 事業活動、生産物の種類

⑨ 事業活動、生産物の種類別の売上（収入）金

額 ＊ 

⑩ 年間商品販売額及び商品売上原価 ＊

⑪ 年初及び年末商品手持額 ○◎

⑫ 企業全体の事業別費用の割合 ＊

⑬ 総務大臣及び経済産業大臣が指定（注１）する一

事業区分に係る費用の項目別金額（詳細は別添

２を参照） ＊ 

（注１）調査実施時点における最新の事業所母集団デー

タベース情報に基づき、指定する。

⑭ 企業傘下の事業所の名称及び所在地

・別添１の変更内容及び変更理由に

ついては、「別記１調査票の新旧対

照表」を参照

・報告者負担軽減のための変更

・付加価値構造を的確に把握するた

めの変更

・別添２の変更内容及び変更理由に

ついては、「別記２費用項目の新旧

対照表」を参照

・本所等事業所を的確に把握するた

めの変更
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⑯ 企業傘下の事業所の主な事業活動

⑰ 企業傘下の事業所の従業者総数及びうち常用

雇用者数 

⑱ 企業傘下の事業所の売上（収入）金額 ＊

⑲ 企業傘下の新設事業所の開設時期

ただし、⑪については、「大分類Ｉ－卸売業、小

売業」に属する企業についてのみ報告を求めること

とする。 

また、⑫及び⑬については、「大分類Ａ－農業、

林業」、「大分類Ｂ－漁業」、「大分類Ｃ－鉱業、

採石業、砂利採取業」、「大分類Ｄ－建設業」、「大

分類Ｅ－製造業」、「大分類Ｆ－電気・ガス・熱供

給・水道業」のうち「中分類36－水道業」、「大分

類Ｊ－金融業、保険業」、「大分類Ｌ－学術研究、

専門・技術サービス業」のうち「中分類71－学術・

開発研究機関」、「大分類Ｏ－教育、学習支援業」

のうち「中分類81－学校教育」及び「中分類82－そ

の他の教育、学習支援業」（「小分類821－社会教

育」、「小分類822－職業・教育支援施設」及び「小

分類829－他に分類されない教育、学習支援業」に

限る。）、「大分類Ｐ－医療、福祉」のうち「中分

類85－社会保険・社会福祉・介護事業」（「小分類

851－社会保険事業団体」に限る。）並びに「大分

類Ｑ－複合サービス事業」のうち「中分類87－協同

組合（他に分類されないもの）」に属する企業を除

き、大分類、中分類又は小分類ごとに売上高を上位

から累積し、当該分類に係る売上高総額の５割を達

成する範囲に含まれる企業のみから報告を求め、

⑮ 企業傘下の事業所の主な事業活動

⑯ 企業傘下の事業所の従業者総数及びうち常用

雇用者数 

⑰ 企業傘下の事業所の売上（収入）金額 ＊

⑱ 企業傘下の事業所の年間商品販売額 ＊

⑲ 企業傘下の新設事業所の開設時期

ただし、⑪については、「大分類Ｉ－卸売業、小

売業」に属する企業についてのみ報告を求めること

とし、⑱については、「大分類Ｉ－卸売業、小売業」

に属する事業所についてのみ報告を求めることと

する。 

また、⑫及び⑬については、「大分類Ａ－農業、

林業」、「大分類Ｂ－漁業」、「大分類Ｃ－鉱業、

採石業、砂利採取業」、「大分類Ｄ－建設業」及び

「大分類Ｅ－製造業」に属する企業を除き、大分類、

中分類又は小分類ごとに売上高を上位から累積し、

当該分類に係る売上高総額の５割を達成する範囲

に含まれる企業のみから報告を求め、⑭、⑮、⑯、

⑰、⑱及び⑲については、金融商品取引法（昭和23

年法律第25号）に基づく有価証券報告書等を提出し

ている企業、売上高1000億円以上（かつ会社企業に

限っては資本金２億円以上）の企業及び相互会社の

みから、製造業事業所調査の対象となる事業所を除

き、報告を求めることとする。 

・報告者負担軽減のための変更

・報告者負担軽減のための変更

・SNA年次推計における利活用状況

を踏まえた変更
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⑭、⑮、⑯、⑰、⑱及び⑲については、金融商品取

引法（昭和23年法律第25号）に基づく有価証券報告

書等を提出している企業、相互会社及び売上高500

億円以上の企業であって、総務大臣及び経済産業大

臣が指定する約5000企業のみから、製造業事業所調

査の対象となる事業所を除き、報告を求めることと

する。 

〔集計しない事項の有無〕 無□ 有■

・名称及び法人番号は、事業所母集団データベース

に登録し、同データベースを充実させるために用

いるものであり、集計は行わない。

・消費税の税込み記入・税抜き記入の別は、集計の

過程で、消費税抜きの回答を「統計調査における

売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関する

ガイドライン（平成27年５月19日 各府省統計主

管課長等会議申合せ）」に基づき、消費税込みに

補正するために用いるものであり、集計は行わな

い。

・企業全体の事業別売上（収入）金額の割合は、集

計の過程で、主業の付加価値率の情報として用い

るものであり、集計は行わない。 

・企業全体の事業別費用の割合は、集計の過程で、

費用の項目別金額のウェイト付け及び主業の付

加価値率の情報として用いるものであり、集計は

行わない。 

・本所等の別、企業傘下の事業所の従業者総数及び

うち常用雇用者数並びに企業傘下の新設事業所

の開設時期は、事業所母集団データベースに登録

し、同データベースを充実させるために用いるも

のであり、集計は行わない。 

〔集計しない事項の有無〕 無□ 有■

・名称及び法人番号は、事業所母集団データベース

に登録し、同データベースを充実させるために用

いるものであり、集計は行わない。

・消費税の税込み記入・税抜き記入の別は、集計の

過程で、消費税抜きの回答を「統計調査における

売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関する

ガイドライン（平成27年５月19日 各府省統計主

管課長等会議申合せ）」に基づき、消費税込みに

補正するために用いるものであり、集計は行わな

い。

・事業区分別の費用割合は、集計の過程で、費用の

項目別金額のウェイト付けの情報として用いる

ものであり、集計は行わない。

・企業傘下の事業所の従業者総数及びうち常用雇用

者数並びに企業傘下の新設事業所の開設時期は、

事業所母集団データベースに登録し、同データベ

ースを充実させるために用いるものであり、集計

は行わない。 

・経済的に影響がある企業をより的

確に把握するとともに、継続的に

調査対象としていくための基準の

変更

・調査事項の追加に伴う形式的な追

加

・調査事項の追加に伴う形式的な追

加
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【製造業事業所調査】 

① 事業所の名称、所在地及び法人番号

② 経営組織

③ 資本金額又は出資金額（会社に限る）

④ この事業所の従業者数

⑤ 主な事業の内容

⑥ 消費税の税込み記入・税抜き記入の別

⑦ 人件費及び人材派遣会社への支払額 ＊

⑧ 原材料、燃料、電力の使用額、委託生産費、製

造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入

額 ＊ 

⑨ 有形固定資産 ＊

⑩ 製造品在庫額、半製品、仕掛品の価額及び原材

料、燃料の在庫額 ○◎ 

⑪ 製造品出荷額、在庫額等 ＊（品目別製造品在

庫額除く）、◎（品目別製造品在庫額） 

⑫ 品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他

収入額の合計金額 ＊ 

⑬ 製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合

＊ 

⑭ 主要原材料名

⑮ 工業用地及び工業用水

⑯ 作業工程

ただし、⑦の内訳、⑧の内訳、⑪のうち品目別製

造品在庫額、⑨、⑩及び⑮については、従業者30

人以上の事業所についてのみ報告を求めることと

する。 

〔集計しない事項の有無〕 無□ 有■

・事業所の名称及び法人番号は、事業所母集団デー

タベースに登録し、同データベースを充実させる

ために用いるものであり、集計は行わない。 

【製造業事業所調査】 

① 事業所の名称、所在地及び法人番号

② 経営組織

③ 資本金額又は出資金額（会社に限る）

④ この事業所の従業者数

⑤ 消費税の税込み記入・税抜き記入の別

⑥ 人件費及び人材派遣会社への支払額 ＊

⑦ 原材料、燃料、電力の使用額、委託生産費、製

造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入

額 ＊ 

⑧ 有形固定資産 ＊

⑨ 製造品在庫額、半製品、仕掛品の価額及び原材

料、燃料の在庫額 ○◎ 

⑩ 製造品出荷額、在庫額等 ＊（品目別製造品在

庫額除く）、◎（品目別製造品在庫額） 

⑪ 品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他

収入額の合計金額 ＊ 

⑫ 製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合

＊ 

⑬ 主要原材料名

⑭ 工業用地及び工業用水

⑮ 作業工程

ただし、⑥の内訳、⑦の内訳、⑩のうち品目別製

造品在庫額、⑧、⑨及び⑭については、従業者30

人以上の事業所についてのみ報告を求めることと

する。 

〔集計しない事項の有無〕 無□ 有■

・事業所の名称及び法人番号は、事業所母集団デー

タベースに登録し、同データベースを充実させる

ために用いるものであり、集計は行わない。 

・製造業事業所が産業転換を行った

場合に適切に産業分類格付を行う

ための変更
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・消費税の税込み記入・税抜き記入の別は、集計の

過程で、消費税抜きの回答を「統計調査における

売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関する

ガイドライン（平成27年５月19日 各府省統計主

管課長等会議申合せ）」に基づき、消費税込みに

補正するために用いるものであり、集計は行わな

い。 

・製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合は、集

計の過程で、直接輸出がある場合の非課税処理の

判断に用いるものであり、集計は行わない。 

・主要原材料名及び作業工程は、審査の過程で、業

種格付けの判断等に用いるものであり、集計は行

わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

経済センサス‐活動調査実施年を除き、毎年６月１

日現在によって行う。ただし、（１）において「＊」

を付した事項については、原則として、調査実施年の

前年の１月から 12月までの１年間とする。また、「○」

は前年の年初（１月１日現在）、「◎」は年末（12

月 31日現在）によって行う。 

・消費税の税込み記入・税抜き記入の別は、集計の

過程で、消費税抜きの回答を「統計調査における

売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関する

ガイドライン（平成27年５月19日 各府省統計主

管課長等会議申合せ）」に基づき、消費税込みに

補正するために用いるものであり、集計は行わな

い。 

・製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合は、集

計の過程で、直接輸出がある場合の非課税処理の

判断に用いるものであり、集計は行わない。 

・主要原材料名及び作業工程は、審査の過程で、業

種格付けの判断等に用いるものであり、集計は行

わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

経済センサス‐活動調査実施年を除き、毎年６月１

日現在によって行う。ただし、（１）において「＊」

を付した事項については、原則として、調査実施年の

前年の１月から12月までの１年間とする。また、「○」

は前年の年初（１月１日現在）、「◎」は年末（12

月31日現在）によって行う。 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

総務省・経済産業省－調査実施事業者－報告者 

（２）調査方法 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利

用システム ■独自のシステム（政府統計オンライン

サポートシステム：政府統計に関するオンライン回答

サポート対象企業に向けたシステム） □電子メー

ル） □調査員調査 □その他（ ）  

〔調査方法の概要〕 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

総務省・経済産業省－調査実施事業者－報告者 

（２）調査方法 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利

用システム ■独自のシステム（政府統計オンライン

サポートシステム：政府統計に関するオンライン回答

サポート対象企業に向けたシステム） □電子メー

ル） □調査員調査 □その他（ ）  

〔調査方法の概要〕 
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調査は、総務省及び経済産業省が業務を委託した調

査実施事業者がオンライン回答に必要な情報を報告

者に郵送し（報告者の要望等に応じて、調査票又は電

子媒体も郵送する。）、オンラインによる回答又は調

査票若しくは電子媒体を回収する方法により行う。 

＜調査実施事業者に委託する主な業務内容＞ 

報告者への調査関係書類の配布、調査票の回収、督

促、疑義照会等 

調査は、総務省及び経済産業省が業務を委託した調

査実施事業者が調査票を報告者に郵送し、回収するこ

とにより行う。 

ただし、報告者が政府統計共同利用システム又は政

府統計オンラインサポートシステムにより報告した

場合は、当該システムから報告内容を入手する。 

＜調査実施事業者に委託する主な業務内容＞ 

報告者への調査関係書類の配布、調査票の回収、督

促、疑義照会等 

・原則オンライン回答による実施と

なることから、記載を明確化

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年

□３年 □５年 □不定期 □その他（ ）

（１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実

施年： 年）

（ただし、経済センサス‐活動調査実施年を除く。） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

毎年５月中旬～７月中旬 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年

□３年 □５年 □不定期 □その他（ ）

（１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実

施年： 年）

（ただし、経済センサス‐活動調査実施年を除く。） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

毎年５月中旬～６月下旬 ・これまでの調査の回答状況を踏ま

え、６月末までの回答が難しい企

業に配慮し、経済センサス‐活動

調査と同様の期間の終期に変更

８ 集計事項 

別添３「集計事項一覧」のとおり

８ 集計事項 

別添３「集計事項一覧」のとおり ・調査事項の見直しに伴い変更。別

添３の変更内容は、「別記３集計事

項一覧（変更点の見え消し）」を参

照

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat
以外） □印刷物 □閲覧） 

（２）公表の期日 

一次公表：調査実施年翌年の３月末までに公表 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat
以外） ■印刷物 □閲覧） 

（２）公表の期日 

一次公表：調査実施年翌年の３月末までに公表 

・印刷物による公表の廃止に伴う変

更
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二次公表：調査実施年翌年の７月末までに公表 

三次公表：調査実施年翌年の10月末までに公表 

四次公表：調査実施年翌々年の３月末までに公表 

二次公表：調査実施年翌年の７月末までに公表 

三次公表：調査実施年翌年の10月末までに公表 

四次公表：調査実施年翌々年の３月末までに公表 

10 使用する統計基準等 

■使用する→■日本標準産業分類 □日本標準職業

分類 ■その他（生産物分類（2024年設定）） 

□使用しない

調査対象の範囲の画定及び集計結果の産業別の表示

において、原則として、日本標準産業分類を使用する。 

10 使用する統計基準等 

■使用する→■日本標準産業分類 □日本標準職業

分類 □その他（ ） 

□使用しない

調査対象の範囲の画定及び集計結果の産業別の表示

において、原則として、日本標準産業分類を使用する。 

・生産物分類を導入している実態に

合わせた変更
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変更案 変更前

（様式変更なし）

別記１ 調査票の新旧対照表

【産業横断調査票Ａ】

企業全体の売上（収入）金額、費用総額及び費用項目
●経済センサス‐活動調査において、純付加価値額だけでなく粗付加価値額についても表章することとしているため、本調査においても粗付加価値を算出すべく「減価償却費」を「主な費用項目」に追加
●報告者負担軽減の観点から「営業外費用における支払利息」を削除

企業全体の事業活動、生産物の種類
●生産物分類の改訂に伴い、報告者に回答を求める事業活動、生産物の種類の一部を変更
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変更案 変更前

企業全体の年初及び年末商品手持額
●「商品売上原価」の調査対象範囲を「卸売業、小売業」を主業として営んでいる企業に限定したことに伴う変更

企業全体の年間商品販売額及び商品売上原価
●報告者負担軽減の観点から、「商品売上原価」の調査対象範囲を「卸売業、小売業」を主業として営んでいる企業に限定し、説明文ごと10欄に移動
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変更案 変更前

【産業横断調査票Ｂ】

企業全体の事業別費用の割合
●主業の付加価値率を算出できるよう主業に係る売上（収入）金額の割合を追加
●報告者負担軽減の観点から、主業に係る費用の割合から「その他」に係るものを削除
●上記変更に伴う形式及び文言修正
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変更案 変更前

事業別費用の内訳
●SNA年次推計における利活用状況を踏まえた費用項目の見直し及び報告対象とする企業の産業を見直し
●上記見直しに伴う項目数の増加
●対象となる全企業に報告を求める費用項目、一部の産業に属する企業に報告を求める費用項目を視覚的に区別するための様式変更
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変更案 変更前

（新設）

（新設）

【産業横断調査票Ｃ】

事業所の連番
●プレプリント及び追加回答された事業所を的確に整理するための追加

本所等の別
●本所等事業所を的確に把握するための追加
※以降、「事業所の売上（収入）金額」まで調査項目の項番を繰り下げ
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変更案 変更前

（削除）

（新設）

事業所の年間商品販売額
●報告者負担軽減の観点から削除

備考欄
●事業所の閉鎖情報等を適切に把握するための追加
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変更案 変更前

工業用地及び工業用水
●回答誤りを防止するための説明文の強調
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（削除）  

不動産取引業 ①用地費、②外注工事費、③土地建
物購入費 

不動産賃貸業・
管理業 

①修繕費 

各種物品賃貸
業、産業用機械
器具賃貸業、事
務用機械器具賃
貸業、自動車賃
貸業、スポーツ・
娯楽用品賃貸
業、その他の物
品賃貸業 

①貸与資産原価、②リース投資資産
原価、③資金原価 

広告業 ①媒体費 

宿泊業 ①材料費、②修繕費 

飲食業 ①製造原価（材料費）、②製造原価
（労務費） 

冠婚葬祭業 ①施設管理費、②販売手数料 

映画館 ①施設管理費、②上映映画料 

興行場、興行団 ①選手契約料・出演契約料、②施設
管理費 

スポーツ施設提
供業 

①施設管理費 

公園、遊園地・
テーマパーク 

①施設管理費 

学習塾 ①警備費 

銀行・信託業 ①資金調達費用、②役務取引等費
用、③特定取引費用 

証券業 ①金融費用、②取引関係費、③不動
産関係費 

生命保険業 ①保険金等支払金、②責任準備金等
繰入額、③資産運用費用 

損害保険業 ①保険引受費用、②資産運用費用 

中小企業等金融
業、農林水産金
融業 

①資金調達費用、②役務取引等費
用、③特定取引費用 

クレジットカー
ド業、割賦金融
業 

①貸倒引当金繰入額、②金融費用 

不動産取引業 ①用地費、②外注工事費、③土地建
物購入費 

不動産賃貸業・
管理業 

①修繕費 

各種物品賃貸
業、産業用機械
器具賃貸業、事
務用機械器具賃
貸業、自動車賃
貸業、スポーツ・
娯楽用品賃貸
業、その他の物
品賃貸業 

①貸与資産原価、②リース投資資産
原価、③資金原価 

広告業 ①媒体費 

宿泊業 ①材料費、②修繕費 

飲食業 ①製造原価（材料費）、②製造原価
（労務費） 

冠婚葬祭業 ①施設管理費、②販売手数料 

映画館 ①施設管理費、②上映映画料 

興行場、興行団 ①選手契約料・出演契約料、②施設
管理費 

スポーツ施設提
供業 

①施設管理費 

公園、遊園地・
テーマパーク 

①施設管理費 

学習塾 ①警備費 

・SNA 年次推計における利活用状況
を踏まえた変更 
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教養・技能教授
業 

①講師謝礼、②教材作成費 

医療業 ①薬品費、②材料費（薬品費を除く） 
 

教養・技能教授
業 

①講師謝礼、②教材作成費 

医療業 ①薬品費、②材料費（薬品費を除く） 
 

 

20





















経済構造実態調査 製造業事業所調査 集計事項一覧（２次公表結果）
1) 品目別

結果表番号 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
集計事項等 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

中 細 細 中

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1) ○2) ○2)

○

○

○
最大5年 最大5年４）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

○

○

○
※１ 臨時雇用者及び別経営の事業所へ出向又は派遣している人（送出者）を除き、別経営の事業所からきてこの事業所で働いている人（受入者）を含む。

※2 時系列は2022年調査を初年として最大５年とし、2027年調査以降は、最新調査年から５年とする。

3) 1）においては、加工賃収入額、2）においてはその他収入額 ４) 全国計のみ。1)  賃加工品目  2) 製造業以外の収入種類

対
象

製 造 業 の 個 人 経 営 を 除 く 民 営 事 業 所

従 業 者 30 人 以 上 の 事 業 所 ※ 1

地域
区分

全 国

都 道 府 県

分

類

事

項

産 業 分 類

品 目 分 類

品 目 群

従 業 者 規 模 ※１

資 本 金 規 模

時 系 列 ※2

集

計

事

項

産 出 事 業 所 数 3)

在 庫 数 量

出 荷 金 額 3)

出 荷 数 量

産 出 率

出 荷 率

在 庫 金 額
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経済構造実態調査 製造業事業所調査 集計事項一覧（２次公表結果）
2) 産業別

結果表番号 第 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 4 5 6 7 8
集計事項等 表 表 表 表 表 表 表 表

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

細 細 細 中 細 中 細 細

○ ○ ○

○4)

最大5年 最大5年３） 最大5年３） 最大5年３） 最大5年３） 最大5年３）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○1) ○1) ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○2) ○2)

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○
※1 臨時雇用者及び別経営の事業所へ出向又は派遣している人（送出者）を除き、別経営の事業所からきてこの事業所で働いている人（受入者）を含む。

※2 時系列は2022年調査を初年として最大５年とし、2027年調査以降は、最新調査年から５年とする。

1)  従業者※1の内訳及び臨時雇用者、別経営の事業所へ出向又は派遣している人（送出者） 2) 従業者30人以上※1の事業所に限る。

3)  製造業計のみ。

4)  会社のみ規模別表示

対
象

製 造 業 の 個 人 経 営 を 除 く 民 営 事 業 所

従 業 者 １ 人 ～ 29 人 の 事 業 所 ※ １

従 業 者 30 人 以 上 の 事 業 所 ※ １

地域
区分

全 国

都 道 府 県

大 都 市

分類
事項

産 業 分 類

従 業 者 規 模 ※１

資 本 金 規 模

時 系 列 ※2

粗 付 加 価 値 額

事 業 所 敷 地 面 積

１ 日 当 た り 水 源 別 用 水 量

集

計

事

項

事 業 所 数

従 業 者 数 ※１

人 件 費 及 び 人 材 派 遣 会 社 へ の 支 払 額

原 材 料 、 燃 料 、 電 力 の 使 用 額 等

有 形 固 定 資 産 額

製 造 品 在 庫 額 、 半製 品、 仕掛 品の 価額
及 び 原 材 料 、 燃 料 の 在 庫 額

製 造 品 出 荷 額 等

生 産 額

付 加 価 値 額
( 従業者 29人以下※ 1 は粗付加価値額 )
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経済構造実態調査 製造業事業所調査 集計事項一覧（２次公表結果）
3) 地域別

結果表番号 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 4 5 6 7
集計事項等 表 表 表 表 表 表 表

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

中 中 中 中 細 中

○ ○1) ○1)

最大5年2） 最大5年2） 最大5年2） 最大5年2） 最大5年2）

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○
※1 臨時雇用者及び別経営の事業所へ出向又は派遣している人（送出者）を除き、別経営の事業所からきてこの事業所で働いている人（受入者）を含む。

※2 時系列は2022年調査を初年として最大５年とし、2027年調査以降は、最新調査年から５年とする。

1)  事業所数のみ表章

2)  全国計又は中分類ごとの全国計のみ表章

粗 付 加 価 値 額

対象

製 造 業 の 個 人 経 営 を 除 く 民 営 事 業 所

従 業 者 １ 人 ～ 29 人 の 事 業 所 ※ 1

従 業 者 30 人 以 上 の 事 業 所 ※ 1

地
域
区
分

全 国

都 道 府 県

市 区 町 村

大 都 市

事 業 所 敷 地 面 積

分類
事項

産 業 分 類

従 業 者 規 模 ※１

時 系 列 ※2

集

計

事

項

事 業 所 数

従 業 者 数 ※１

人 件 費 及 び 人 材 派 遣 会 社 へ の 支 払 額

原 材 料 、 燃 料 、 電 力 の 使 用 額 等

有 形 固 定 資 産 額

１ 日 当 た り 水 源 別 用 水 量

製 造 品 在 庫 額 、 半製 品、 仕掛 品の 価額
及 び 原 材 料 、 燃 料 の 在 庫 額

製 造 品 出 荷 額 等

生 産 額

付 加 価 値 額
( 従業者 29人以下※ 1 は粗付加価値額 )

・対象

「３０人以上」を「30人以

上」に修正（全角を半角）
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調査計画（変更後） 

 

１ 調査の名称 

経済構造実態調査 

 

２ 調査の目的 

本調査は、全ての産業の付加価値等の構造を明らかにし、国民経済計算の精度向上等に資するととも

に、経済センサス‐活動調査の中間年における経済構造統計を作成することを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲 

【産業横断調査】（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

日本標準産業分類に掲げる産業に属する企業。ただし、次に掲げる企業を除く。 

① 「大分類Ａ－農業、林業」に属する個人経営の企業 

 ② 「大分類Ｂ－漁業」に属する個人経営の企業 

③ 「大分類Ｎ－生活関連サービス業、娯楽業」のうち、「中分類79－その他の生活関連サービ

ス業」（「小分類792－家事サービス業」に限る。）に属する企業 

④ 「大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）」のうち、「中分類93－政治・経済・文

化団体」、「中分類94－宗教」及び「中分類96－外国公務」に属する企業 

⑤ 「大分類Ｓ－公務（他に分類されるものを除く）」に属する企業 

【製造業事業所調査】（□個人 □世帯 ■事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

日本標準産業分類に掲げる「大分類Ｅ－製造業」に属する事業所（国及び地方公共団体に属する事

業所を除く）。ただし、個人経営の事業所及び法人以外の団体の事業所を除く。 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

【産業横断調査】 

約28万企業 

【製造業事業所調査】 

約９万事業所 

（２）報告者の選定方法 
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【産業横断調査】（□全数 □無作為抽出(□全数階層あり) ■有意抽出） 

母集団名簿：事業所母集団データベース 

個人経営の企業を除き、日本標準産業分類における大分類、中分類又は小分類ごとに売上高を上位

から累積し、当該分類に係る売上高総額の８割を達成する範囲に含まれる企業。 

ただし、本調査の報告者が、日本標準産業分類における「大分類Ｅ－製造業」に属する企業のうち、

単独事業所企業の場合には、当該報告者を本調査の報告者から除外する。 

【製造業事業所調査】（□全数 □無作為抽出(□全数階層あり) ■有意抽出） 

母集団名簿：事業所母集団データベース 

日本標準産業分類における大分類、中分類、小分類又は細分類ごとに売上高（製造品出荷額等）を

上位から累積し、当該分類に係る売上高（製造品出荷額等）総額の９割を達成する範囲に含まれる事

業所 

（３）報告義務者 

産業横断調査の調査対象企業の管理責任者、製造業事業所調査の調査対象事業所の管理責任者又は

当該事業所が属する企業の管理責任者 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、別添１の「調査票」を参照） 

【産業横断調査】 

① 名称、所在地及び法人番号 

② 経営組織 

③ 資本金等の額 

④ 消費税の税込み記入・税抜き記入の別 

⑤ 売上（収入）金額 ＊ 

⑥ 費用総額及び費用の主要項目別金額 ＊ 

⑦ 企業全体の主な事業の内容 

⑧ 事業活動、生産物の種類 

⑨ 事業活動、生産物の種類別の売上（収入）金額 ＊ 

⑩ 企業全体の年間商品販売額 ＊ 

⑪ 企業全体の商品売上原価及び年初・年末商品手持額 ＊○◎ 

⑫ 企業全体の事業別売上（収入）金額の割合及び事業別費用の割合 ＊ 

⑬ 総務大臣及び経済産業大臣が指定（注１）する一事業区分に係る費用の項目別金額（詳細は別添

２を参照） ＊ 

（注１）調査実施時点における最新の事業所母集団データベース情報に基づき、指定する。 
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⑭ 本所等の別 

⑮ 企業傘下の事業所の名称及び所在地 

⑯ 企業傘下の事業所の主な事業活動 

⑰ 企業傘下の事業所の従業者総数及びうち常用雇用者数 

⑱ 企業傘下の事業所の売上（収入）金額 ＊ 

⑲ 企業傘下の新設事業所の開設時期 

ただし、⑪については、「大分類Ｉ－卸売業、小売業」に属する企業についてのみ報告を求める

こととする。 

また、⑫及び⑬については、「大分類Ａ－農業、林業」、「大分類Ｂ－漁業」、「大分類Ｃ－鉱

業、採石業、砂利採取業」、「大分類Ｄ－建設業」、「大分類Ｅ－製造業」、「大分類Ｆ－電気・

ガス・熱供給・水道業」のうち「中分類36－水道業」、「大分類Ｊ－金融業、保険業」、「大分類

Ｌ－学術研究、専門・技術サービス業」のうち「中分類71－学術・開発研究機関」、「大分類Ｏ－

教育、学習支援業」のうち「中分類81－学校教育」及び「中分類82－その他の教育、学習支援業」

（「小分類821－社会教育」、「小分類822－職業・教育支援施設」及び「小分類829－他に分類さ

れない教育、学習支援業」に限る。）、「大分類Ｐ－医療、福祉」のうち「中分類85－社会保険・

社会福祉・介護事業」（「小分類851－社会保険事業団体」に限る。）並びに「大分類Ｑ－複合サ

ービス事業」のうち「中分類87－協同組合（他に分類されないもの）」に属する企業を除き、大分

類、中分類又は小分類ごとに売上高を上位から累積し、当該分類に係る売上高総額の５割を達成す

る範囲に含まれる企業のみから報告を求め、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱及び⑲については、金融商品取引

法（昭和23年法律第25号）に基づく有価証券報告書等を提出している企業、相互会社及び売上高500

億円以上の企業であって、総務大臣及び経済産業大臣が指定する約5000企業のみから、製造業事業

所調査の対象となる事業所を除き、報告を求めることとする。 

〔集計しない事項の有無〕 無□ 有■ 

・名称及び法人番号は、事業所母集団データベースに登録し、同データベースを充実させるために

用いるものであり、集計は行わない。 

・消費税の税込み記入・税抜き記入の別は、集計の過程で、消費税抜きの回答を「統計調査におけ

る売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン（平成27年５月19日 各府省統計

主管課長等会議申合せ）」に基づき、消費税込みに補正するために用いるものであり、集計は行

わない。 

・企業全体の事業別売上（収入）金額の割合は、集計の過程で、主業の付加価値率の情報として用

いるものであり、集計は行わない。 

・企業全体の事業別費用の割合は、集計の過程で、費用の項目別金額のウェイト付け及び主業の付

加価値率の情報として用いるものであり、集計は行わない。 
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・本所等の別、企業傘下の事業所の従業者総数及びうち常用雇用者数並びに企業傘下の新設事業所

の開設時期は、事業所母集団データベースに登録し、同データベースを充実させるために用いる

ものであり、集計は行わない。 

 

【製造業事業所調査】 

① 事業所の名称、所在地及び法人番号 

② 経営組織 

③ 資本金額又は出資金額（会社に限る） 

④ この事業所の従業者数 

⑤ 主な事業の内容 

⑥ 消費税の税込み記入・税抜き記入の別 

⑦ 人件費及び人材派遣会社への支払額 ＊ 

⑧ 原材料、燃料、電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入

額 ＊ 

⑨ 有形固定資産 ＊ 

⑩ 製造品在庫額、半製品、仕掛品の価額及び原材料、燃料の在庫額 ○◎ 

⑪ 製造品出荷額、在庫額等 ＊（品目別製造品在庫額除く）、◎（品目別製造品在庫額） 

⑫ 品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額 ＊ 

⑬ 製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合 ＊ 

⑭ 主要原材料名 

⑮ 工業用地及び工業用水 

⑯ 作業工程 

ただし、⑦の内訳、⑧の内訳、⑪のうち品目別製造品在庫額、⑨、⑩及び⑮については、従業者

30人以上の事業所についてのみ報告を求めることとする。 

〔集計しない事項の有無〕 無□ 有■ 

・事業所の名称及び法人番号は、事業所母集団データベースに登録し、同データベースを充実させ

るために用いるものであり、集計は行わない。  

・消費税の税込み記入・税抜き記入の別は、集計の過程で、消費税抜きの回答を「統計調査におけ

る売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン（平成27年５月19日 各府省統計

主管課長等会議申合せ）」に基づき、消費税込みに補正するために用いるものであり、集計は行

わない。 

・製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合は、集計の過程で、直接輸出がある場合の非課税処理

の判断に用いるものであり、集計は行わない。 

36



・主要原材料名及び作業工程は、審査の過程で、業種格付けの判断等に用いるものであり、集計は

行わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

経済センサス‐活動調査実施年を除き、毎年６月１日現在によって行う。ただし、（１）において

「＊」を付した事項については、原則として、調査実施年の前年の１月から12月までの１年間とする。

また、「○」は前年の年初（１月１日現在）、「◎」は年末（12月31日現在）によって行う。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

総務省・経済産業省－調査実施事業者－報告者 

（２）調査方法 

■郵送調査 ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム ■独自のシステム（政府統計オン

ラインサポートシステム：政府統計に関するオンライン回答サポート対象企業に向けたシステム） 

□電子メール） □調査員調査 □その他（ ）  

〔調査方法の概要〕 

調査は、総務省及び経済産業省が業務を委託した調査実施事業者がオンライン回答に必要な情報を

報告者に郵送し（報告者の要望等に応じて、調査票又は電子媒体も郵送する。）、オンラインによる

回答又は調査票若しくは電子媒体を回収する方法により行う。 

＜調査実施事業者に委託する主な業務内容＞ 

報告者への調査関係書類の配布、調査票の回収、督促、疑義照会等 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（ ）  

（１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年： 年） 

（ただし、経済センサス‐活動調査実施年を除く。） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

毎年５月中旬～７月中旬 

 

８ 集計事項 

別添３「集計事項一覧」のとおり 
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９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat □インターネット（e-Stat以外） □印刷物 □閲覧） 

（２）公表の期日 

一次公表：調査実施年翌年の３月末までに公表 

二次公表：調査実施年翌年の７月末までに公表 

三次公表：調査実施年翌年の10月末までに公表 

四次公表：調査実施年翌々年の３月末までに公表 

 

10 使用する統計基準等 

■使用する→■日本標準産業分類 □日本標準職業分類 ■その他（生産物分類（2024年設定）） 

□使用しない 

調査対象の範囲の画定及び集計結果の産業別の表示において、原則として、日本標準産業分類を使

用する。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

調査票情報の保存期間 

・ 記入済み調査票：３年 

・ 調査票の内容を記録した電磁的記録媒体：永年 

保存責任者 

総務省統計局長及び経済産業大臣 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

前記５（１）に掲げる事項 
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経済構造実態調査 製造業事業所調査 集計事項一覧（２次公表結果）
1) 品目別

結果表番号 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
集計事項等 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

中 細 細 中

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1) ○2) ○2)

○

○

○
最大5年 最大5年４）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

○

○

○
※１ 臨時雇用者及び別経営の事業所へ出向又は派遣している人（送出者）を除き、別経営の事業所からきてこの事業所で働いている人（受入者）を含む。

※2 時系列は2022年調査を初年として最大５年とし、2027年調査以降は、最新調査年から５年とする。

3) 1）においては、加工賃収入額、2）においてはその他収入額 ４) 全国計のみ。

在 庫 数 量

出 荷 金 額 3)

出 荷 数 量

産 出 率

出 荷 率

在 庫 金 額

1)  賃加工品目  2) 製造業以外の収入種類

対
象

製 造 業 の 個 人 経 営 を 除 く 民 営 事 業 所

従 業 者 30 人 以 上 の 事 業 所 ※ 1

地域
区分

全 国

都 道 府 県

分

類

事

項

産 業 分 類

品 目 分 類

品 目 群

従 業 者 規 模 ※１

資 本 金 規 模

時 系 列 ※2

集

計

事

項

産 出 事 業 所 数 3)
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経済構造実態調査 製造業事業所調査 集計事項一覧（２次公表結果）
2) 産業別

結果表番号 第 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 4 5 6 7 8
集計事項等 表 表 表 表 表 表 表 表

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

細 細 細 中 細 中 細 細

○ ○ ○

○4)

最大5年 最大5年３） 最大5年３） 最大5年３） 最大5年３） 最大5年３）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○1) ○1) ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○2) ○2)

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○
※1 臨時雇用者及び別経営の事業所へ出向又は派遣している人（送出者）を除き、別経営の事業所からきてこの事業所で働いている人（受入者）を含む。

※2 時系列は2022年調査を初年として最大５年とし、2027年調査以降は、最新調査年から５年とする。

1)  従業者※1の内訳及び臨時雇用者、別経営の事業所へ出向又は派遣している人（送出者） 2) 従業者30人以上※1の事業所に限る。

3)  製造業計のみ。

4)  会社のみ規模別表示

粗 付 加 価 値 額

事 業 所 敷 地 面 積

１ 日 当 た り 水 源 別 用 水 量

集

計

事

項

事 業 所 数

従 業 者 数 ※１

人 件 費 及 び 人 材 派 遣 会 社 へ の 支 払 額

原 材 料 、 燃 料 、 電 力 の 使 用 額 等

有 形 固 定 資 産 額

製 造 品 在 庫 額 、 半製 品、 仕掛 品の 価額
及 び 原 材 料 、 燃 料 の 在 庫 額

製 造 品 出 荷 額 等

生 産 額

付 加 価 値 額
( 従業者 29人以下※ 1 は粗付加価値額 )

地域
区分

全 国

都 道 府 県

大 都 市

分類
事項

産 業 分 類

従 業 者 規 模 ※１

資 本 金 規 模

時 系 列 ※2

対
象

製 造 業 の 個 人 経 営 を 除 く 民 営 事 業 所

従 業 者 １ 人 ～ 29 人 の 事 業 所 ※ １

従 業 者 30 人 以 上 の 事 業 所 ※ １
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経済構造実態調査 製造業事業所調査 集計事項一覧（２次公表結果）
3) 地域別

結果表番号 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 4 5 6 7
集計事項等 表 表 表 表 表 表 表

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

中 中 中 中 細 中

○ ○1) ○1)

最大5年2） 最大5年2） 最大5年2） 最大5年2） 最大5年2）

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○

○

○
※1 臨時雇用者及び別経営の事業所へ出向又は派遣している人（送出者）を除き、別経営の事業所からきてこの事業所で働いている人（受入者）を含む。

※2 時系列は2022年調査を初年として最大５年とし、2027年調査以降は、最新調査年から５年とする。

1)  事業所数のみ表章

2)  全国計又は中分類ごとの全国計のみ表章

事 業 所 敷 地 面 積

分類
事項

産 業 分 類

従 業 者 規 模 ※１

時 系 列 ※2

集

計

事

項

事 業 所 数

従 業 者 数 ※１

人 件 費 及 び 人 材 派 遣 会 社 へ の 支 払 額

原 材 料 、 燃 料 、 電 力 の 使 用 額 等

有 形 固 定 資 産 額

１ 日 当 た り 水 源 別 用 水 量

製 造 品 在 庫 額 、 半製 品、 仕掛 品の 価額
及 び 原 材 料 、 燃 料 の 在 庫 額

製 造 品 出 荷 額 等

生 産 額

付 加 価 値 額
( 従業者 29人以下※ 1 は粗付加価値額 )

粗 付 加 価 値 額

対象

製 造 業 の 個 人 経 営 を 除 く 民 営 事 業 所

従 業 者 １ 人 ～ 29 人 の 事 業 所 ※ 1

従 業 者 30 人 以 上 の 事 業 所 ※ 1

地
域
区
分

全 国

都 道 府 県

市 区 町 村

大 都 市
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経済構造実態調査の必要性 

 
１ 調査の目的・必要性 

 我が国の急速な経済社会構造の変化を反映したより正確な景気動向判断や経済構

造の把握が求められている中、統計改革推進会議最終取りまとめ（平成 29 年５月 19

日統計改革推進会議）において、「営業費用等の把握という観点を含め、サービス産業

動向調査、特定サービス産業実態調査等のサービス関連統計を 2019 年度から統合す

るとともに、商業統計を 2019 年度から年次調査化し、工業統計等の既存年次統計を

含め、ＧＤＰ統計の推計等に必要な項目を産業横断的に把握するビジネスサーベイを

2019年度に創設する」とされたところ。 

また、平成 30 年３月６日に閣議決定された「公的統計の整備に関する基本的な計

画」では、上記指摘も踏まえ、中間年における経済構造統計の整備の一環として、商

業統計調査及び特定サービス産業実態調査等を統合して「経済構造実態調査」を創設

すること及び創設後の本調査への「工業統計調査」の包摂に向けた検討が求められた

ところ（別紙参照）。 

この計画に沿って、総務省及び経済産業省は、両省が所管する商業統計調査、特定

サービス産業実態調査及びサービス産業動向調査（拡大調査）を統廃合の上、製造業

及びサービス産業の付加価値等の構造を明らかにし、国民経済計算の精度向上等に資

するとともに、経済センサス‐活動調査の中間年における経済構造統計を作成するこ

とを目的とする新たな基幹統計調査として、経済構造実態調査を 2019 年度から新た

に開始したところ。さらに、「工業統計調査」については 2019年度から同時一体的に

実施しており、2022年度からは「工業統計調査」を本調査に包摂した調査として実施

している。 
調査結果については、ＧＤＰ統計の推計への活用だけでなく、各種施策への活用も

見込まれる。 
 
【政府内において想定される主な利活用】 
〔区分〕 
 □重要な政策の立案・実施・評価のための基礎資料 
 ■基幹統計など重要な統計作成への利用 
 □国際機関への提供など国際比較上の利用 
 □その他 
〔具体的な利活用〕 
産業連関表、国民経済計算等 

 
２ 他調査との重複 

事業所・企業を対象に基本的事項（売上高、従業者数等）を把握する調査としては、
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本調査のほかに「経済センサス‐基礎調査」がある。令和元年の「経済センサス‐基

礎調査」では、新規把握事業所のみに調査票を配付する調査方法を用いていたところ

であるが、令和６年の調査では、既存の事業所・企業を含め、全ての調査対象事業所・

企業（雇用者のいない個人経営の事業所を除く。）へ調査票を配付し、基本的事項を把

握することとしたため、本調査と「経済センサス‐基礎調査」を同時一体的に実施し、

本調査への回答内容を「経済センサス‐基礎調査」へデータ移送することにより、重

複是正を図った。 
また、そのほかに企業を対象に経理事項を確認する調査としては、法人企業統計調

査（財務省所管の基幹統計調査）及び経済産業省企業活動基本調査（経済産業省所管

の基幹統計調査）がある。 
しかし、両調査ともに原則決算年度ベースの数値を把握する調査であり、国民経済

計算へのデータ提供のため、原則暦年ベースの数値を把握する本調査を代替すること

はできず、単純なデータ移送も困難であることから、重複は合理的な範囲を超えてい

ないと考える。 
 
３ 行政記録情報の活用 

本調査の内容を代替する利活用可能な行政記録情報は存在しない。 
 

４ 事業所母集団データベースを利用した重複排除等 

 産業横断調査は、日本標準産業分類における大分類、中分類又は小分類ごとに売上

高を上位から累積し、当該分類に係る売上高総額の８割を達成する範囲に含まれる企

業を有意抽出することにより行う統計調査である。また、製造業事業所調査は、日本

標準産業分類における大分類、中分類、小分類又は細分類ごとに売上高（製造品出荷

額等）を上位から累積し、当該分類に係る売上高（製造品出荷額等）総額の９割を達

成する範囲に含まれる事業所を有意抽出することにより行う統計調査であり、他の事

業所・企業による代替ができないため、重複是正措置の対象外である。 

調査結果について、調査対象事業所・企業を登録するための情報として、調査結果

名簿を調査実施翌年３月末※までに事業所母集団ＤＢシステムに登録する。また、事

業所母集団データベースに格納される事業所・企業情報を更新するための情報として、

調査票の回答結果のうち必要な項目を順次登録し、最終的に、３次公表後の調査実施

翌年 11月上旬までに登録する。 

※ 調査票の回収が終了するのは調査実施年の 12 月末を目処としており、そこから起算して３か月後 
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別紙 

 

「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成30年３月６日・閣議決定）（抄） 

 

第２ 公的統計の整備に関する事項 

１ 国民経済計算を軸とした横断的・体系的な経済統計の整備推進 

(2) 経済構造統計を中心とした経済統計の体系的整備の推進等 

ア 経済構造統計を中心とした経済統計の体系的整備  

(ｲ)  経済センサス‐活動調査の中間年における経済構造統計（以下「中間年経済構造統

計」という。）について、関係府省は、関連する基幹統計調査を再編した上で、経済

構造統計における母集団情報の整備・提供という従来の目的・役割に加え、新たに基

準年からの構造の変化を含めた中間年の実態を把握・提供する。 

          具体的には、特定サービス産業実態調査（基幹統計調査）、サービス産業動向調査

（拡大調査部分）及び商業統計調査を発展的に統合して、平成31年度（2019年度）か

ら実施することを予定している経済構造実態調査（仮称）を中心に、これと同時・一

体的に実施する工業統計調査や、プロファイリング活動及びローリング調査に移行す

ることが計画されている経済センサス‐基礎調査など、事業所母集団データベースに

格納される統計調査の結果・行政記録情報等も活用し、産業横断的な統計を32年度

（2020年度）からの中間年の各年に作成・提供する。 

(ｳ)  中間年経済構造統計については、その有用性の向上や中間年ＳＵＴの精度向上に資

するため、報告者の負担軽減や統合後の調査の実施状況にも留意しつつ、その充実を

図ることが重要である。具体的には、経済構造実態調査が同時・一体的に実施する予

定の工業統計調査等を包摂することに向けた検討や、事業所母集団データベースに格

納される建設工事施工統計調査（基幹統計調査）結果等における収録事項の定義の統

一・共通的に把握すべき調査事項を設定した上で、同データベースを集計したデータ

活用を検討する。 

 

別表 今後５年間に講ずる具体的施策 

項目 具体的方策 担当府省 実施時期 

(2) 経済構造

統計を中心

とした経済

統計の体系

的整備の推

進等 

◎ 関連基幹統計の指定の解除・見直しと

合わせ、商業統計調査、サービス産業動向

調査（拡大調査部分）及び特定サービス産

業実態調査を統合し、中間年経済構造統

計を作成するための基幹統計調査とし

て、経済構造実態調査を創設する。 

総務省、 

経 済 産 業

省 

平成 31年度

(2019 年度) 

から実施す

る。 

◎ 工業統計調査について、経済構造実態

調査と同時・一体的に実施し、可能な限り

総務省、 

経 済 産 業

平成 31年度

(2019 年度) 
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早期に経済構造実態調査に包摂すること

に向けて結論を得る。 

省 から同時実施

し、平成34年 

(2022年)調査

の企画時まで

に結論を得

る。 
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経済構造実態調査の利用状況 

○ 産業連関表、国民経済計算、県民経済計算等の推計の基礎資料

○ 鉱工業指数のウェイト算出等の基礎資料

○ 地域経済政策、中小企業対策等の基礎資料

○ 中小企業白書、ものづくり白書等の資料

○ 民間企業等による利用（卸売・小売業の売上高及び商品販売額

把握、関係業界の動向分析・需要予測などに利用） 

○ 調査結果を事業所母集団データベースに登録することによる、

各種統計調査のための母集団情報（更新情報）の提供 
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